
皆さんからのお知らせを掲載します。
○提出締切　発行前月の８日
○提出先　政策企画課　FAX 30-1122
　E-mail seisaku@city.kazuno.lg.jp
※依頼原稿は必ず掲載されるとは限りません。
　あらかじめ了承ください。

情報の広場○
日
時　
11
月
24
日
㊎

　
　
　
　
10
時
～
12
時

○
場
所　
福
祉
保
健
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
２
階 

研
修
室

○�

内
容　
障
が
い
に
対
す
る
理
解

（
講
義
）、
簡
単
な
あ
い
さ
つ
や

自
己
紹
介
（
実
技
）

○
定
員　
10
人（
要
申
込・先
着
順
）

※
参
加
費
無
料

問 

北
秋
田
地
域
振
興
局 

大
館
福

祉
環
境
部
（
大
館
保
健
所
）
調

整
・
障
害
者
班

　
☎
０
１
８
６
‐
52
‐
３
９
５
５

　
12
月
１
日
に
、
全
国
で
住
生
活

総
合
調
査
が
行
わ
れ
ま
す
。

今
す
ぐ
始
め
よ
う
！
自
宅
で

で
き
る
リ
ハ
ビ
リ
体
操
教
室

　
こ
の
調
査
は
、
住
生
活
基
本
法

に
基
づ
く
住
生
活
の
安
定
・
向
上

に
係
る
総
合
的
な
施
策
を
推
進
す

る
た
め
に
、
必
要
な
基
礎
資
料
と

な
り
ま
す
。

　
今
回
は
、
10
月
に
実
施
さ
れ
た

住
宅
・
土
地
統
計
調
査
に
回
答
い

た
だ
い
た
世
帯
の
中
か
ら
一
部
を

選
び
、
全
国
で
約
10
万
８
千
世
帯

が
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
対
象
世
帯
に
は
、
11
月
下
旬
か

ら
郵
送
に
よ
り
調
査
票
が
配
布
さ

れ
ま
す
の
で
、
オ
ン
ラ
イ
ン
ま
た

は
郵
送
に
よ
る
回
答
へ
の
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

問 

令
和
5
年
住
生
活
総
合
調
査
事

務
局

　

 

☎
０
１
２
０
‐
１
６
９
‐
０
３
７

（
専
用
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

※ 

受
け
付
け
は
、
11
月
21
日
㊋
～

12
月
28
日
㊍
の
10
時
～
18
時

（
日
・
月
曜
日
除
く
）

○
日
に
ち　
11
月
15
日
㊌

○
時
間　

 

①
13
時
～
15
時
、

　
　
　
　
②
15
時
～
17
時

○
場
所　

 

秋
田
地
方
法
務
局 

大

館
支
局
会
議
室
・
総
務

事
務
室

○
内
容　

① 

相
続
登
記
の
申
請
義
務
化
、
相

※ 11 月 30 日㊍は、国民健康保険税 第５期の納期限です。

　
「
新
・
秋
田
の
行
事
in
大
館

２
０
２
３
」
と
同
時
開
催
で
行
い

ま
す
。
子
ど
も
た
ち
の
熱
演
を
ぜ

ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

○
日
時　
11
月
11
日
㊏ 

　
　
　
　
12
時
45
分
～

○
場
所　
ニ
プ
ロ
ハ
チ
公
ド
ー
ム

問 

秋
田
県
生
涯
学
習
課 

　
文
化
財
保
護
室　

　
☎
０
１
８
‐
８
６
０
‐
５
１
９
２

　
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
と
は
、
次
第

に
体
の
動
き
が
小
さ
く
な
っ
た
り
、

身
体
が
固
く
な
り
動
か
し
に
く
く

続
と
税
金
な
ど
に
つ
い
て

② 

司
法
書
士
に
よ
る
相
続
登
記
に

つ
い
て
の
相
談

○�

講
師　
①
法
務
局
職
員
、
税
務

署
職
員
、
②
司
法
書
士

○
募
集
人
数　
①
20
人
、
②
10
人

※ 

参
加
費
無
料
。
た
だ
し
、
事
前

予
約
が
必
要
で
す
。（
先
着
順
）

問
秋
田
地
方
法
務
局 

大
館
支
局

　
☎
０
１
８
６
‐
42
‐
６
５
１
４

　
（
音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス「
３
」を
選
択
）

　
法
務
局
で
は
、「
女
性
の
人
権
ホ
ッ

ト
ラ
イ
ン
」
強
化
週
間
を
実
施
し
、

人
権
擁
護
委
員
お
よ
び
法
務
局
職

員
が
無
料
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

○
期
間　
11
月
15
日
㊌
～
21
日
㊋

○
時
間　

 

平
日
８
時
30
分
～
19
時
、

土
日
10
時
～
17
時

○
相
談
窓
口　

　
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
☎
０
５
７
０
‐
０
７
０
‐
８
１
０

問 

秋
田
地
方
法
務
局 

人
権
擁
護
課

　
☎
０
１
８
‐
８
６
２
‐
１
４
４
３

　
秋
田
県
で
は
、
令
和
６
年
４
月

か
ら
の
次
期
医
療
保
健
福
祉
計
画

で
、
二
次
医
療
圏
を
こ
れ
ま
で
の

８
医
療
圏
か
ら
３
医
療
圏
と
す
る

こ
と
と
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
を

県
民
に
広
く
周
知
す
る
た
め
、
住

民
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

○
日
時　
12
月
２
日
㊏ 

13
時
10
分

○
場
所　

 

北
秋
田
市
民
ふ
れ
あ
い

プ
ラ
ザ

問 

秋
田
県
健
康
福
祉
部 

医
務
薬
事

課 

調
整
・
医
療
計
画
チ
ー
ム

　
☎
０
１
８
‐
８
６
０
‐
１
４
０
１

個
人
事
業
税
（
２
期
）

○
納
期
限　
11
月
30
日
㊍

　
忘
れ
ず
に
最
寄
り
の
金
融
機
関

な
ど
で
期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

口
座
振
替
を
し
て
い
る
人
は
、
預

金
残
高
の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
納
付
書
は
11
月
１
日
㊌
に

発
送
予
定
で
す
。

納
税
も
口
座
振
替
で

　
公
共
料
金
の
支
払
い
と
同
じ
よ

う
に
、
個
人
事
業
税
も
口
座
振
替

が
お
す
す
め
で
す
。
金
融
機
関
へ

行
く
手
間
が
省
け
る
ほ
か
、
安
全

で
確
実
で
す
。
県
内
の
銀
行
、
信

用
金
庫
、
労
働
金
庫
、
信
用
組
合
、

農
協
な
ど
に
預
金
口
座
が
あ
れ
ば
、

ど
な
た
で
も
利
用
で
き
ま
す
（
ゆ

う
ち
ょ
銀
行
を
除
く
）。
秋
田
銀

行
や
北
都
銀
行
、
み
ず
ほ
銀
行
は
、

県
外
の
支
店
で
も
利
用
で
き
ま
す
。

○
日
時　
12
月
3
日
㊐

　
　
　
　
9
時
30
分
～
10
時
30
分

○
場
所　
記
念
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

再
利
用
バ
ザ
ー
用
品
募
集

○
回
収
日　

 

11
月
19
日
㊐
、
26
日

㊐
、
12
月
2
日
㊏

○
時
間　
９
時
～
12
時

○
場
所　
記
念
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

○�

対
象
用
品　
ス
キ
ー
、
ス
ノ
ー

ボ
ー
ド
、
ス
ト
ッ
ク
、
ス
キ
ー

靴
、ウ
ェ
ア
な
ど
の
衣
類
、ゴ
ー

グ
ル
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
な
ど

問 

鹿
角
ス
キ
ー
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団

　
☎
23
‐
５
８
５
０

　
肥
料
や
除
草
剤
の
中
に
は
、
爆

発
物
の
原
料
と
な
り
得
る
化
学
物

質
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
農
閑
期
を
迎
え
る
に
あ
た

り
、
使
い
残
し
た
肥
料
な
ど
に
つ

い
て
は
、
次
の
点
に
留
意
の
上
、

適
正
な
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

・
野
積
み
し
な
い

・ 

鍵
の
か
か
る
倉
庫
な
ど
に
保
管

す
る

・ 

盗
難
被
害
や
紛
失
に
気
づ
い
た

と
き
は
す
ぐ
に
通
報
す
る

問
鹿
角
警
察
署 

☎
23
‐
３
３
２
１

○
応
募
資
格

① 

秋
田
県
出
身
者

② 

令
和
６
年
4
月
に
大
学
、
短
大
、

専
修
学
校
（
専
門
課
程
）
に
入

学
予
定

③ 

令
和
6
年
3
月
に
高
校
卒
業
予

定
、
ま
た
は
高
校
卒
業
後
3
年

以
内
（
高
卒
認
定
者
は
中
学
校

卒
業
後
6
年
以
内
）

④ 

学
資
の
支
弁
が
困
難
と
認
め
ら

れ
る

○
申
込
期
限　
11
月
20
日
㊊

※ 

全
て
の
奨
学
金
は
、
他
団
体
の

給
付
型
奨
学
金
お
よ
び
授
業
料

減
免
と
併
用
可
能
で
す
。

問 

（
公
財
）
秋
田
県
育
英
会

　
☎
０
１
８
‐
８
６
０
‐
３
５
５
２

　
令
和
６
年
６
月
末
日
ま
で
に
申

し
込
む
と
、
令
和
６
年
度
１
期
分

か
ら
個
人
事
業
税
の
口
座
振
替
が

で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く

だ
さ
い
。 

※ 

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。 

問 

秋
田
県
総
合
県
税
事
務
所 

　
納
税
部 

収
納
管
理
課

　
☎
０
１
８
‐
８
６
０
‐
３
３
３
１

　

 

秋
田
県
総
合
県
税
事
務
所 

鹿

角
支
所 

☎
23
‐
２
３
２
８

　
Ａ
Ｌ
Ｔ
の
ア
ニ
ー
先
生
と
英
語

を
楽
し
み
な
が
ら
学
べ
ま
す
。
中

学
基
礎
英
語
レ
ベ
ル
で
、
年
齢
制

限
は
あ
り
ま
せ
ん
。
途
中
参
加
も

可
能
で
す
の
で
、
ど
な
た
で
も
お

気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

○
期
間　

 

令
和
6
年
3
月
22
日
㊎

ま
で
の
毎
月
第
2
・
４

金
曜
日

※ 

連
休
や
年
末
年
始
な
ど
は
変
わ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
時
間　
18
時
30
分
～
20
時

○
場
所　

 

文
化
の
杜
交
流
館
コ

モ
ッ
セ
、
ま
た
は
М
Ｉ

Ｔ
プ
ラ
ザ

○
後
期
受
講
料　
１
５
０
０
円

問 

鹿
角
国
際
交
流
協
会

　
☎
23
‐
６
６
２
０

令
和
5
年
度

住
生
活
総
合
調
査

　
農
業
用
免
税
軽
油
制
度
は
、
法

律
上
、
令
和
6
年
3
月
31
日
で
終

了
予
定
で
す
が
、
制
度
が
継
続
さ

れ
た
場
合
に
対
応
す
る
た
め
、
令

和
6
年
度
使
用
分
の
免
税
証
交
付

申
請
の
集
合
（
仮
）
受
付
を
行
い

ま
す
。
交
付
を
希
望
す
る
人
は
、

必
要
書
類
を
ご
用
意
の
上
、
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

制
度
が
継
続
さ
れ
な
い
場
合
は

交
付
で
き
ま
せ
ん
。
継
続
さ
れ

た
場
合
は
、
4
月
上
旬
に
免
税

証
を
交
付
予
定
で
す
。

○
日
時　
11
月
15
日
㊌

　
　
　
　
13
時
～
15
時

○
場
所　
鹿
角
地
域
振
興
局

　
　
　
　
３
階 

大
会
議
室

※ 

一
度
の
来
所
で
済
む
郵
送
申
請

（
受
付
12
月
1
日
㊎
～
31
日
㊐
）

も
利
用
で
き
ま
す
の
で
、
切
手

を
貼
っ
た
返
信
用
封
筒
を
同
封

し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

注
意
事
項
な
ど
詳
し
く
は
、
美

の
国
あ
き
た
（
県
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
：
コ
ン
テ
ン
ツ
番
号

７
６
８
９
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問 

秋
田
県
総
合
県
税
事
務
所 

　
課
税
部 

課
税
第
二
課 

　
☎
０
１
８
‐
８
６
０
‐
３
３
４
１

な
っ
た
り
す
る
病
で
す
。
日
頃
か

ら
運
動
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、

症
状
の
維
持
・
改
善
に
つ
な
が
り

ま
す
。

　
今
回
は
、
椅
子
に
座
っ
て
で
き

る
簡
単
な
体
操
を
行
い
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

○
日
時　
11
月
13
日
㊊

　
　
　
　
10
時
～
12
時

○
場
所　
花
輪
市
民
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
講
堂
（
コ
モ
ッ
セ
内
）

○�

対
象　
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
患
者

や
そ
の
家
族

※
事
前
予
約
が
必
要
で
す
。

問
大
館
保
健
所 

健
康
予
防
課

　
☎
０
１
８
６
‐
52
‐
３
９
５
２

□出張年金相談（鷹巣年金事務所）
　 相談日：1 日㊌、8 日㊌、15 日㊌、

22 日㊌、29 日㊌／場所：市役所第
１・２会議室／時間：９時 30 分～
12 時、13 時～ 15 時 30 分 

※ 前日までに予約が必要です。基礎年
金番号の分かる年金手帳などを準備
してお電話ください。
問鷹巣年金事務所 ☎ 0186-62-1490

□無料総合相談（人権擁護委員・行政相談委員）

　 相談日：14 日㊋／場所：市役所第
３会議室 ／時間：13 時 30 分～ 16
時　※予約不要です。
問生活環境課 コミュニティ推進班 
　☎ 30-0202

□無料土地・家屋相談（土地家屋調査士）
　 相談日：21 日㊋／場所：交流センター 

／ 時 間：13 時 30 分 ～ 15 時 30 分
／担当：千葉 勉 土地家屋調査士

※前日までに予約が必要です。
問消費生活センター ☎ 30-0258

□無料弁護士相談（秋田弁護士会）
  　 相談日：9 日㊍、22 日㊌／場所：

交流センター／時間：13 時 30 分
～ 16 時／担当：9 日→川田 繁幸弁
護士、22 日→熊谷 克史 弁護士

※両日とも前日までに予約が必要です。
問消費生活センター ☎ 30-0258

11 月の相談日程

相
続
セ
ミ
ナ
ー
・

相
続
登
記
相
談
会

ウ
ィ
ン
タ
ー
ス
ポ
ー
ツ

用
品
再
利
用
バ
ザ
ー

次
期
医
療
保
健
福
祉
計
画

策
定
に
係
る
住
民
説
明
会

令
和
6
年
度
分 

軽
油
引
取
免

税
証
（
農
業
用
）
交
付
申
請
の

集
合
（
仮
）
受
付
に
つ
い
て

県
民
向
け
手
話
教
室

令
和
5
年
度
秋
田
県

子
ど
も
民
俗
芸
能
交
流
大
会

令
和
6
年
度
秋
田
県
育
英
会

奨
学
生
募
集
（
二
次
）

全
国
一
斉
「
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
強
化
週
間

令
和
5
年
度
後
期

英
会
話
教
室
の
生
徒
募
集

肥
料
な
ど
の
適
正
な
管
理
を

お
願
い
し
ま
す

個
人
事
業
税
の
お
知
ら
せ

2023年 11月号23 KAZUNO CITY 2023年 11月号 22KAZUNO CITY




